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３ 会社の体制及び方針 

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他当社及び当社グループの業務の適正を確保するための体制並びに当該体制

の運用状況の概要 

 当社は、取締役会において、上記体制（内部統制システム）の整備について次のとおり決議

しております。 

① 当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

当社及びグループ会社の健全な発展と企業倫理確立のため、「企業倫理規範」を制定する

とともに、内部監査及びコンプライアンス経営の推進を担当する専任組織を設置しており

ます。 

この「企業倫理規範」の精神を定着させるための指針として、当社及びグループ会社の役

職員一人ひとりの業務や行動レベルにまでブレイクダウンして示す「コンプライアンスマ

ニュアル」の策定や研修等を通じて、反社会的勢力との関係遮断とコンプライアンス経営の

理念浸透に努めておりますほか、法的・倫理的問題を早期に発見し、是正していくための体

制として、役職員からの通報・相談を受け付ける「企業倫理ホットライン制度」を設置して

おります。 

また、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス経営推進に向けた諸施策

を審議するとともに、万一、重大なコンプライアンス違反が発生した場合には、同委員会に

おいて、その是正や再発防止策についての提言を行ってまいります。 

このほか、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を適切に整備・運用するととも

に、内部監査部門による有効性の評価を通じて、当該体制の維持・改善をはかってまいりま

す。 
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② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役会をはじめとする重要な会議の議事録、稟議書その他取締役及び執行役員の職務

の執行に係る文書は、「文書規程」等の社内規則に従い、適切に作成のうえ、保存・管理を

行っております。また、「セキュリティポリシー」を定め、当社が保有する情報資産を適切

に保護し、情報資産の「機密性」、「完全性」及び「可用性」を確保するための体制を整えて

おります。 

 

③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、危機（重大事故及び災害を除く。）の発生を予防するとともに、発生した場合の

会社及び役職員並びに旅客・顧客に対する被害を最小限にとどめるための包括的な規範と

して「危機管理指針」を定めるほか、重大事故及び災害の発生又は発生のおそれがある場合

における対策組織、応急処理等を定めるとともに、災害発生時の旅客・顧客及び役職員の安

全確保と早期復旧をはかり、被害を最小限に抑えることにより、企業の社会的責任を果たす

ことを目的として、「災害対策規程」を定めております。 

また、「グループ会社管理規程」において、グループ会社の危機情報の把握に努め、｢危機

管理指針｣に準拠して、グループ会社の危機管理を行わなければならない旨を定めておりま

す。 

鉄道事業におきましては、輸送の安全を確保するために、「安全管理規程」を制定し、「安

全推進委員会」を設置しております。今後、なお一層、安全管理マネジメントの推進に努め

てまいります。 

このほか、当社各部門の所管業務及びグループ会社の事業運営に付随するリスクの管理

については、対応部門又は対応会社において必要に応じ、研修や規程・マニュアルの整備等

を行っております。 
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④ 当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制 

当社は、業務活動の組織的かつ効率的な運営を実現するために、社内規則により、業務組

織及び事務分掌並びに各職位に配置された者の責任・権限・義務等が明確に定められており

ます。 

また、監査等委員会設置会社を採用し、重要な業務執行の決定を代表取締役に委任すると

ともに、執行役員制度を導入し、執行役員を業務執行の責任者と位置づけ、業務執行機能と

監督機能を明確に分化することにより、業務執行の機動性向上をはかっております。取締役

会の設定する経営の基本方針に基づき、重要な業務執行について審議するために、役付執行

役員を構成員とする常務会を週１回開催するなど、業務執行の全般的統制と経営判断の適

正化に努めております。 

グループ会社の取締役の職務の執行にあたっては、「グループ会社指導方針」に基づき、

経営の機動性及び自主性に配慮しつつ、事業規模・特性等を勘案したうえで、組織形態・機

関設計の基本方針を定めております。また、財務報告の信頼性確保と業務の効率化を目的と

して、経理業務のシェアードサービスを導入しております。 

このほか、経営の効率性向上の観点から、業務運営の状況を的確に把握し、その改善を促

進していくために、当社内部監査部門による内部監査（グループ会社監査を含む。）を計画

的に実施する体制を整えております。 

 

⑤ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

「グループ会社指導方針」及び「グループ会社管理規程」に基づき、当社及びグループ会

社間の意思疎通の連携を密にし、重要な設備投資案件をはじめ一定の経営上の重要な事項

はあらかじめ当社の承認を必要としているほか、必要に応じて適宜報告を求めるものとし

ております。 
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⑥ その他企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社役職員をグループ会社の役員又は幹部職員として派遣し、企業集団としての一体的

経営及び効果的な統制に努めるとともに、準常勤監査役の配置やグループ会社監査役連絡

会を通じて、グループ各社の監査役の機能強化と情報の共有化をはかっております。 

また、「IT管理規程」を制定し、IT統制の確立に努めるほか、グループ会社に対する融資

の実行にあたっては、当社審査委員会による厳格な審査手続を設けるなど、グループ全体と

しての業務の適正をはかっております。 

 

⑦ 当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社は、監査等委員会に関する事務を分掌する専任の組織として、監査等委員会事務局を

設置しております。監査等委員会事務局は、「社則」により、社長その他の執行役員による

指揮命令系統からは明確に分離され、その所属員は監査等委員の指揮命令に服すとともに、

その異動及び評価については、常勤の監査等委員の同意を得ることとしております。 

社長その他の執行役員及び使用人は、常勤の監査等委員に対し常務会その他重要な会議

への出席を求め、これらの会議において、当社及びグループ経営上重要な業務の執行状況、

営業成績及び財産の状況等を報告するほか、決裁後の稟議書及び内部監査報告書等重要な

文書を回付する体制を整えております。また、監査等委員会又は常勤の監査等委員の求めに

応じ、個別の経営課題に関する意見交換を行うこととしております。 

「企業倫理ホットライン制度」の運用にあたっては、「企業倫理ホットライン制度規程」

において、全ての役職員は情報提供者に対して不利益・不当な扱いや報復・差別的行為をし

てはならない旨を定めているほか、その運用状況について、定期的に常勤の監査等委員に報

告することとしております。 

当社は、監査等委員会の監査計画等に基づき、通常の監査費用について予算化する一方、

監査等委員がその職務の執行のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して意

見を求めた場合等、予算外で特別に生じた費用を請求したときは、当該請求に係る費用が監

査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、不合理に支出を留保しな
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いものとします。 

 

 当社は、内部統制システムを上記決議のとおり運用しており、今後も内部統制システムの適

切な整備・運用に努めてまいります。なお、当期において実施いたしました内部統制システム

の運用に関する取組みのうち、特記すべき事項は、次のとおりであります。 

 

取締役会による内部統制システムの監督を強化するため、リスク管理体制、内部監査計画

及びその結果並びに企業倫理ホットライン制度の運用状況等について、取締役会に対する

報告を充実させました。 

 また、コロナ禍においても当社及び当社グループの各事業を継続するため、当社グループ

従業員を対象としたワクチンの職域接種をはじめ、お客さまに安心して当社線・当社施設を

ご利用いただくために、駅・車内及び商業施設等において各種感染拡大防止策を引き続き実

施いたしました。 

  

（ご参考） 

  2022年４月28日開催の取締役会決議により、上記内容の一部を改定しております。 

  改定の内容につきましては、次のとおりであります。（下線は改定部分） 

 

① 当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制 

当社及びグループ会社の健全な発展と企業倫理確立のため、「企業倫理規範」を制定する

とともに、内部監査及びコンプライアンス経営の推進を担当する専任組織を設置しており

ます。 

この「企業倫理規範」の精神を定着させるための指針として、当社及びグループ会社の役

職員一人ひとりの業務や行動レベルにまでブレイクダウンして示す「コンプライアンスマ

ニュアル」の策定や研修等を通じて、反社会的勢力との関係遮断とコンプライアンス経営の
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理念浸透に努めておりますほか、法的・倫理的問題を早期に発見し、是正していくための体

制として、役職員からの通報・相談を受け付ける「企業倫理ホットライン制度」を設置して

おります。 

また、「リスク管理委員会」において、コンプライアンス経営推進に向けた諸施策を審議

するとともに、万一、重大なコンプライアンス違反が発生した場合には、その是正や再発防

止策についての提言を行ってまいります。 

このほか、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を適切に整備・運用するととも

に、内部監査部門による有効性の評価を通じて、当該体制の維持・改善をはかってまいりま

す。 

 

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（現行どおり） 

 

③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、当社グループにおける総合的・一元的なリスク管理を行うことにより、コンプラ

イアンス違反をはじめとする当社グループの経営に重大な影響を与える可能性のあるリス

クの回避又は低減を目的として、「リスク管理委員会」を設置するとともに、リスク管理の

状況を取締役会に対して報告する体制を整えております。 

当社は、危機（重大事故及び災害を除く。）の発生を予防するとともに、発生した場合の

会社及び役職員並びに旅客・顧客に対する被害を最小限にとどめるための包括的な規範と

して「危機管理指針」を定めるほか、重大事故及び災害の発生又は発生のおそれがある場合

における対策組織、応急処理等を定めるとともに、災害発生時の旅客・顧客及び役職員の安

全確保と早期復旧をはかり、被害を最小限に抑えることにより、企業の社会的責任を果たす

ことを目的として、「災害対策規程」を定めております。 

また、「グループ会社管理規程」において、グループ会社の危機情報の把握に努め、｢危機

管理指針｣に準拠して、グループ会社の危機管理を行わなければならない旨を定めておりま
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す。 

鉄道事業におきましては、輸送の安全を確保するために、「安全管理規程」を制定し、「安

全推進委員会」を設置しております。今後、なお一層、安全管理マネジメントの推進に努め

てまいります。 

このほか、当社各部門の所管業務及びグループ会社の事業運営に付随するリスクの管理

については、対応部門又は対応会社において必要に応じ、研修や規程・マニュアルの整備等

を行っております。 

 

④ 当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制 

当社は、業務活動の組織的かつ効率的な運営を実現するために、社内規則により、業務組

織及び事務分掌並びに各職位に配置された者の責任・権限・義務等が明確に定められており

ます。 

また、監査等委員会設置会社を採用し、重要な業務執行の決定を代表取締役に委任すると

ともに、執行役員制度を導入し、執行役員を業務執行の責任者と位置づけ、業務執行機能と

監督機能を明確に分化することにより、業務執行の機動性向上をはかっております。取締役

会の設定する経営の基本方針に基づき、重要な業務執行について審議するために、役付執行

役員及びその他社長の指名する執行役員を構成員とする常務会を週１回開催するなど、業

務執行の全般的統制と経営判断の適正化に努めております。 

グループ会社の取締役の職務の執行にあたっては、「グループ会社指導方針」に基づき、

経営の機動性及び自主性に配慮しつつ、事業規模・特性等を勘案したうえで、組織形態・機

関設計の基本方針を定めております。また、財務報告の信頼性確保と業務の効率化を目的と

して、経理業務のシェアードサービスを導入しております。 

このほか、経営の効率性向上の観点から、業務運営の状況を的確に把握し、その改善を促

進していくために、当社内部監査部門による内部監査（グループ会社監査を含む。）を計画

的に実施し、その結果については取締役会及び監査等委員会に対して報告する体制を整え
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ております。 

 

⑤ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

（現行どおり） 

 

⑥ その他企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（現行どおり） 

 

⑦ 当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社は、監査等委員会に関する事務を分掌する専任の組織として、監査等委員会事務局を

設置しております。監査等委員会事務局は、「社則」により、社長その他の執行役員による

指揮命令系統からは明確に分離され、その所属員は監査等委員の指揮命令に服すとともに、

その異動及び評価については、常勤の監査等委員の同意を得ることとしております。 

社長その他の執行役員及び使用人は、常勤の監査等委員に対し常務会その他重要な会議

への出席を求め、これらの会議において、当社及びグループ経営上重要な業務の執行状況、

営業成績及び財産の状況等を報告するほか、決裁後の稟議書及び内部監査報告書等重要な

情報等を提供する体制を整えております。また、監査等委員会又は常勤の監査等委員の求め

に応じ、個別の経営課題に関する意見交換を行うこととしております。 

「企業倫理ホットライン制度」の運用にあたっては、「企業倫理ホットライン制度規程」

において、全ての役職員は情報提供者に対して不利益・不当な扱いや報復・差別的行為をし

てはならない旨を定めているほか、その運用状況について、定期的に常勤の監査等委員及び

取締役会に対して報告する体制を整えております。 

当社は、監査等委員会の監査計画等に基づき、通常の監査費用について予算化する一方、

監査等委員がその職務の執行のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して意

見を求めた場合等、予算外で特別に生じた費用を請求したときは、当該請求に係る費用が監

査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、不合理に支出を留保しな
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いものとします。 

 

（2）会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

① 基本方針の内容 

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全

体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買

付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定

するものではありません。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益

に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるも

の、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会

社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社

の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

特に、当社が企業価値を確保・向上させるためには、沿線住民を核とする顧客及び地域社

会との良好な信頼関係を維持・強化していくことが必要であり、また、鉄道事業者としての

最大の使命である安全輸送を確保することが何よりも重要であります。当社株式の大量買

付を行う者が、当社グループの財務及び事業の内容を理解するのはもちろんのこと、こうし

た当社の企業価値の源泉を理解したうえで、これらを中長期的に確保し、向上させられるの

でなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

当社は、このような当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による

大量買付に対しては、金融商品取引法、会社法その他関係法令に従い、適切な措置を講じる

ことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 
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②  基本方針実現のための取組みの具体的な内容の概要 

ア、基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社グループでは、企業価値向上に向けた取組みといたしまして、「南海グループ経営

ビジョン2027」を策定するとともに、その実現に向けた取組みとして、2018年度から

2020年度にかけて中期経営計画「共創136計画」及び2021年度を対象とする「２０２

１年度経営計画」を策定し、推進してまいりました。 

「２０２１年度経営計画」の終了に伴い、当社グループは、「南海グループ経営ビジョ

ン2027」に加え、新たに「南海が描く“2050年の企業像”」を策定し、これらの実現

に向けた次の３年間（2022年度～2024年度）を対象とする新たな中期経営計画「共創

140計画」を策定し、着手いたしました。 

この中期経営計画におきましては、本事業報告１の（２）「対処すべき課題」に記載の

とおり、３つの事業戦略及び人事戦略・財務戦略を遂行し、持続的な成長と中長期的な企

業価値の向上をめざしてまいります。 

 

 

イ、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み 

当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みとして、当社株式の大量買付行為を行おうとす

る者に対して、株主の皆さまや取締役会が大量買付の内容等について検討するために必

要な情報の提供を求めます。取締役会は、当該情報等に基づき、必要に応じて買収者と協

議・交渉を行い、取締役会の意見を株主の皆さまに提示いたします。そのうえで、株主の

皆さまが適切に判断するための十分な時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法

その他関係法令に従い、適切な措置を講じてまいります。 
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③  上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

上記②のアに記載の取組みは、いずれも当社の企業価値及び株主共同の利益を継続的か

つ持続的に向上させるための具体的方策として策定したものであり、まさに基本方針の実

現に資するものであります。 

また、上記②のイに記載の取組みは、当社株式の大量買付が行われる場合に、株主の皆さ

まが適切な判断をするために必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、大量買付行

為を行おうとする者との交渉の機会を確保すること等を通じて、当社の企業価値及び株主

共同の利益に反する買収を抑止し、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させる

ことを目的としております。 

したがって、これらの取組みや各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致

するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 
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（単位：百万円）

当期首残高

会計方針の変更による
累積的影響額

当期変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属する
当期純利益

土地再評価差額金の取崩

自己株式の取得

自己株式の処分

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計

当期末残高

当期首残高

会計方針の変更による
累積的影響額

当期変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属する
当期純利益

土地再評価差額金の取崩

自己株式の取得

自己株式の処分

非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計

当期末残高

2,7746411,986△ 1141,0571,043

9,801 34,451 1,034 45,287 12,711 260,716

258,56912,06943,300

1,043 1,057 △ 114 1,986 641

△ 0

2,627

△ 0

72,983

－

8,758

25

△ 1,057

4,021

△ 2,833

△ 9

△ 627

12,06943,3001,14933,3938,758

202,717

1,14933,393

28,139

257,942

146

△ 336

15

101,931

130

△ 9

25

△ 9

△ 0

25

△ 2,833

203,198△ 351102,427

△ 351 202,571

△ 627

△ 1,057

4,021

28,139 101,800

△ 627

△ 0

△ 0

△ 1,057

4,021

△ 2,833

自 己 株 式

会計方針の変更を反映した
当期首残高

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

退 職 給 付
に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

72,983 28,139

72,983

株 主 資 本
合 計

非 支 配 株 主
持 分

純 資 産 合 計

会計方針の変更を反映した
当期首残高

連結株主資本等変動計算書
(2021年４月１日から2022年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
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（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　54社

主要な連結子会社の名称

(2) 主要な非連結子会社の名称

ＮＴＩ（ＨＫ）ＣＯ.，ＬＴＤ.、ＮＴＩ（ＵＳＡ）ＩＮＣ.

（連結の範囲から除いた理由）

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社の数　　該当なし

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称

ＮＴＩ（ＨＫ）ＣＯ.，ＬＴＤ.、ＮＴＩ（ＵＳＡ）ＩＮＣ.、なんば開発特定目的会社

（持分法を適用しなかった理由）

３．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等
以外のもの

市場価格のない株式等 移動平均法又は総平均法に基づく原価法

② 棚卸資産

連　結　注　記　表

棚卸資産のうち、主要なものは販売土地及び建物であり、個別法に基づく原価法（貸借対照表
価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は主として移動平均法により算定）

泉北高速鉄道株式会社、南海バス株式会社、関西空港交通株式会社、徳島バス株式会社、
南海フェリー株式会社、南海車両工業株式会社、南海不動産株式会社、南海商事株式会社、
株式会社南海国際旅行、住之江興業株式会社、南海ビルサービス株式会社、南海辰村建設
株式会社

非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金
（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の
範囲から除外しております。

持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く。）

主として定額法・定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ５～60年

機械装置及び運搬具 ５～17年

② 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

③

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

③ 完成工事補償引当金

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

① 運輸業

② 不動産業

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
によっております。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務
の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりで
あります。

運輸業は、主に鉄道、バスによる旅客輸送サービスを提供する事業であり、乗車券等を購入し
た顧客に対し旅客輸送サービスを提供した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点
で収益を認識しております。定期旅客収入については、定期券の有効期間にわたって履行義
務が充足されると判断し、有効期間にわたり収益を認識しております。

営業債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
おります。

不動産業は、不動産賃貸業及び不動産販売業より構成されます。
不動産賃貸業は、保有する商業・オフィスビルや物流施設等を賃貸する事業であり、リース取
引に関する会計基準に従い、賃貸借契約期間にわたり「その他の収益」として収益を認識して
おります。
不動産販売業は、主に沿線内外での住宅販売事業及びマンション販売事業であり、当該履行
義務は不動産売買契約に基づき、顧客に物件が引き渡される一時点で充足されると判断し、
当該時点で収益を認識しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

完成工事に係る瑕疵担保（契約不適合）の費用に備えて、当連結会計年度の完成工事高に対
する将来の見積補償額及び特定の工事における将来の見積補償額を計上しております。
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③ 流通業

④ レジャー・サービス業

⑤ 建設業

(5) のれんの償却に関する事項

(6) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 工事負担金等の会計処理

② 退職給付に係る会計処理の方法

鉄道事業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、地方公共団体等から工事費の一部
として工事負担金等を受け入れております。
これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取
得原価から直接減額して計上しております。
なお、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固
定資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しており
ます。

退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結
会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上し
ております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３～５年）に
よる定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３～11
年）による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。
未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産
の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

建設業は、主に顧客との間で締結した工事契約に基づき、土木・建築等の建設工事の請負を
行う事業であり、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に
は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収
益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、インプット法を採用し、発生し
た工事原価累計額が予想される工事原価総額に占める割合に基づいて行っております。な
お、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が
ごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せ
ず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

のれんの償却については、その投資効果の発現する期間（５～20年）を合理的に見積り、均等償
却しております。ただし、その金額が僅少な場合には一括償却しております。

流通業は、主にショッピングセンターの経営及び駅ビジネス事業より構成されます。
ショッピングセンターの経営は、保有する商業施設を賃貸する事業であり、リース取引に関する
会計基準に従い、賃貸借契約期間にわたり「その他の収益」として収益を認識しております。
駅ビジネス事業は、コンビニエンスストア、飲食店、物販店等で飲食物や物品等を販売する事
業であり、当該履行義務は顧客に商品が引き渡される一時点で充足されると判断し、当該時点
で収益を認識しております。なお、当社グループが代理人に該当すると判断した取引について
は、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識
しております。

レジャー・サービス業は、主にビル管理メンテナンス業より構成されます。
ビル管理メンテナンス業は、主に各種施設の設備管理、清掃、警備を行う事業であり、当該履
行義務は顧客との契約に基づき、契約期間にわたり履行義務が充足されると判断し、契約期間
にわたり収益を認識しております。
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③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

（会計方針の変更に関する注記）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定
会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これにより、その他有価証券のうち市場価格のある株式については、原則として、期末日前１ヵ月平均に
基づく市場価格等により評価しておりましたが、当連結会計年度より、期末日の市場価格により評価して
おります。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。

当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算
制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第
８号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわ
せて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号  2020年３月31
日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第28号  2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の
額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地
方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適
用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号  2021年８月12日）を
適用する予定であります。

（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

１．本人取引に係る収益認識
貨物運送業及びテナントから収受する水道光熱費に係る一部の取引について、従来は、顧客から受け
取る対価から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又は
サービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、顧客から受け取る対価の総額で収益
を認識する方法に変更しております。

２．代理人取引に係る収益認識
消化仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、
顧客への財又はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、顧客から受け取る対
価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。

３．定期旅客収入に係る収益認識
鉄道事業における定期旅客収入について、従来は、発売日を起点とした月割で収益を認識しておりまし
たが、有効期間の開始日を起点とした日割で収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しており
ます。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛
金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。
この結果、当連結会計年度の営業収益は13,045百万円、営業費は13,024百万円それぞれ増加し、営業
利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ20百万円増加しております。また、利益剰余
金の当期首残高は627百万円減少しております。
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（会計上の見積りに関する注記）

１．繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産　3,207百万円

(2) その他の情報

① 金額の算出方法

② 金額の算出に用いた主要な仮定

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

２．固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

運輸業の有形固定資産及び無形固定資産　350,704百万円

減損損失　943百万円

(2) その他の情報

① 金額の算出方法

② 金額の算出に用いた主要な仮定

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金のうち将来の経営計画により
見積もられた課税所得に基づき、回収可能性があると判断した金額を計上しております。

繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、将来の不確実な経
済状況及び会社の経営状況の影響（新型コロナウイルス感染症の収束に伴う需要回復等）を
受け、その見積額の前提条件や仮定に変更が生じた場合には、翌連結会計年度の損益及び
財政状態に重要な影響を与える可能性があります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、当社グループの業績にも影響が出ておりますが、今
後、感染抑止策やワクチン接種による免疫獲得が進むことなどにより、人の動きが徐々に回復
し、インバウンド旅客の増加が見込めると考えております。国際航空運送協会（IATA）が発表し
ているレポートにおいても、航空旅客数が2024年には新型コロナウイルス発生前の2019年の水
準へ段階的に回復するものと推定されており、当社グループにおいても、運輸業を中心に影響
を受けた経営環境が、2025年度には新型コロナウイルス発生前の水準に概ね回復することを
経営計画の主要な仮定としております。

当社グループは、減損の要否にかかる判定単位について、他の資産または資産グループの
キャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としております。
収益性の著しい低下など、資産に減損の兆候が存在する場合には、当該資産グループから得
られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認
識の要否を判定しております。減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。
運輸業のうち海運業及びバス事業に属する一部の連結子会社では、新型コロナウイルス感染
症の影響による外出自粛やインバウンド需要の減少等により、継続して営業損益がマイナスと
なることから減損の兆候が認められ、当連結会計年度においては、下記の仮定に基づき検討し
た結果、海運業において943百万円の減損損失を計上しております。

「１．繰延税金資産の回収可能性 (2)その他の情報 ②金額の算出に用いた主要な仮定」に記
載のとおりであります。

固定資産の減損は経営計画や将来キャッシュ・フローの見積りに依存するため、将来の不確実
な経済状況及び会社の経営状況の影響（新型コロナウイルス感染症の収束に伴う需要回復
等）を受け、その見積額の前提条件や仮定に変更が生じた場合には、翌連結会計年度の損益
及び財政状態に重要な影響を与える可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

建物及び構築物 百万円

土地 百万円

機械装置及び運搬具 百万円

その他 百万円

計 百万円

担保に係る債務

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。） 百万円

その他 百万円

計 百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 百万円

３．保証債務

下記の会社の借入金等について債務保証を行っております。

関西高速鉄道株式会社 （注） 百万円

その他 百万円

計 百万円

（注） なにわ筋線整備を目的とする借入金に係る債務保証であります。

４．固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額

百万円

296

63,345

327,146

63,049

152,025

72,671

5,434

165,013

135,242

21,457

11

72,682

695,056
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式

２．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

株式の 配当金の総額 １株当たり
種類 （百万円） 配当額（円）

2021年6月25日
定時株主総会

（注）

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2022年６月23日開催予定の定時株主総会に、次のとおり付議する予定であります。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

１株当たり配当額

基準日

効力発生日

（注）

基準日決議 効力発生日

普通
株式

配当金の総額には、役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式に対する配
当金１百万円が含まれております。

配当金の総額には、役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式に対する配
当金１百万円が含まれております。

25

113,402,446株

25円

2022年６月24日

なお、配当の原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

2021年6月28日2,833 2021年3月31日

2022年３月31日

2,833百万円

（注）

（注）

（注）
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

２．金融商品の時価等に関する事項

（単位：百万円）

（※） 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

レベル１の時価：

レベル２の時価：

レベル３の時価：

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

（単位：百万円）

11 11 － －

27,456 

295 

 その他

－

 　その他有価証券

 株式

有価証券及び投資有価証券
合計

時価

レベル１

295 －

レベル２ レベル３

27,456 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分
類しております。

連結貸借対照表計上額（※）

 社債

観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

－

－

差額

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行
等金融機関からの借入及び社債発行による方針であります。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについては、取引先ごとの期日管理及び残高管
理を行うとともに、主要な取引先の財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握により軽減
をはかっております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期
ごとに時価の把握を行っております。
借入金及び社債の使途は主に運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利
変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、
デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額6,748百万円）及び組
合出資金（連結貸借対照表計上額７百万円）は、「有価証券及び投資有価証券」には含めてお
りません。また、「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「支払手形及び買掛
金」及び「短期借入金」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿
価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ
れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算
定した時価

( 307,286)

( 130,000) (△ 497)

－27,764  　その他有価証券

有価証券及び投資有価証券

長期借入金（１年内返済
予定の長期借入金を含む。） ( 308,376)

( 129,503)社債

0 

27,764 

544 543 

時価（※）

 　満期保有目的の債券

( 1,089)

観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

区分
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(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（単位：百万円）

（※） 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

有価証券及び投資有価証券

社債

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）

（賃貸等不動産に関する注記）

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）

(注１)

(注２)

社債 － ( 129,503) － ( 129,503)

 国債 44 － － 44 

長期借入金（１年内返済
予定の長期借入金を含む。） － ( 308,376) － ( 308,376)

 　満期保有目的の債券 

有価証券及び投資有価証券

区分
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

上場株式及び国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類
しております。一方で、当社が保有している社債は、元利金の合計額と、当該社債の残存期
間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時
価に分類しております。また、満期保有目的の債券（その他）はコマーシャル・ペーパーであ
り、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル
２の時価に分類しております。

時価（※）

503,621

当社及び一部の連結子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土
地を含む。）等を有しております。

連結貸借対照表計上額 時価

連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除
した金額であります。

当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動
産鑑定評価等に基づく金額、その他の物件については固定資産税評価額等を基に合
理的な調整を行って算出した金額であります。

396,450

長期借入金のうち固定金利によるものの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行っ
た場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。ま
た、変動金利によるものの時価は、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と近似し
ていると考えられるため、当該帳簿価額によっております。なお、一部の長期借入金は金利
スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金
の合計額を用いて算定しております。

当社の発行する社債は、相場価格があるものの活発な市場における相場価格とは認められ
ないため、レベル２の時価に分類しております。

 　　 その他 － 499 － 499 
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（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

（注）

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

(注)

２．収益を理解するための基礎となる情報

「（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）３．会計方針に関する事項

(4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

残存履行義務に配分した取引価格

（単位：百万円）

（その他の注記）

１．新型コロナウイルス感染症に関するその他の事項

２．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

外部顧客への営業収益

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い受給した雇用調整助成金843百万円を営業費から控
除しております。

当社グループは、運輸業、不動産業、流通業、レジャー・サービス業、建設業及びその
他の事業を営んでおり、各セグメントの顧客との契約から生じる収益は、81,059百万円、
14,729百万円、11,149百万円、34,206百万円、37,871百万円及び2,653百万円であり、
セグメント間取引消去は△27,344百万円であります。

当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の
便法を適用し、当初に予想される契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含め
ておりません。当該履行義務は、建設業における工事請負契約に関するものであり、残存
履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおり
であります。

顧客との契約から生じる収益

35円51銭

役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の
算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（当連結会計年
度55千株）。
また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己
株式に含めております（当連結会計年度59千株）。

201,793

その他の収益

154,326

当連結会計年度

28,260

2,189円38銭

47,466

当連結会計年度

１年以内

２年超 989

合計 43,316

１年超２年以内 14,066
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株主資本等変動計算書
（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当期首残高 72,983 25,179 2,915 28,094 401 56,642 57,043 △ 351 157,770

会計方針の変更に
よる累積的影響額

△ 543 △ 543 △ 543

72,983 25,179 2,915 28,094 401 56,098 56,500 △ 351 157,226

当期変動額

剰余金の配当 △ 2,833 △ 2,833 △ 2,833

当期純損失(△) △ 240 △ 240 △ 240

土地再評価差額金
の取崩

△ 1,057 △ 1,057 △ 1,057

自己株式の取得 △ 9 △ 9

自己株式の処分 △ 0 △ 0 25 25

株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)

当期変動額合計 － － △ 0 △ 0 － △ 4,131 △ 4,131 15 △ 4,116

当期末残高 72,983 25,179 2,914 28,094 401 51,966 52,368 △ 336 153,110

評　価　・　換　算　差　額　等

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 5,838 32,378 38,217 195,988

会計方針の変更に
よる累積的影響額

△ 543

5,838 32,378 38,217 195,444

当期変動額

剰余金の配当 △ 2,833

当期純損失(△) △ 240

土地再評価差額金
の取崩

△ 1,057

自己株式の取得 △ 9

自己株式の処分 25

株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)

△ 97 1,057 959 959

当期変動額合計 △ 97 1,057 959 △ 3,156

当期末残高 5,741 33,436 39,177 192,288

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金
合 計

会計方針の変更を反
映した当期首残高

そ の 他 利 益 剰 余 金
資 本 準 備 金

そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計

会計方針の変更を反
映した当期首残高

純 資 産 合 計

資 本 金
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個　別　注　記　表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

関係会社株式及び関係会社出資金 移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

市場価格のない株式等 移動平均法に基づく原価法

２．販売土地及び建物の評価基準及び評価方法

３．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く。）

鉄道事業 取替資産 取替法

建物、構築物 定額法

その他の有形固定資産 定率法

その他の事業 建物、構築物、機械装置 定額法

その他の有形固定資産 定率法

(2)無形固定資産（リース資産を除く。） 定額法

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

４．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

(2)投資評価引当金

(3)賞与引当金

(4)役員賞与引当金

(5)退職給付引当金

(6)役員株式給付引当金

(7)関係会社事業損失引当金

株式交付規程に基づき、取締役（社外取締役及び国外居住者を除く。）及び委任型執行役員（取締役兼
務者及び国外居住者を除く。）に付与されたポイントに応じた株式の給付見込額に基づき計上しており
ます。

取締役（社外取締役及び国外居住者を除く。）及び委任型執行役員（取締役兼務者及び国外居住者を除
く。）に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計
上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法によ
り費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法
により翌事業年度から費用処理することとしております。

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の資産内容等を勘案し、出資金額及び純債権額を超えて
当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ
ております。

営業債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

市場価格がない株式について実質価額を適正に評価するため、投資先の財政状態等を勘案し、計上を要
すると認められる金額を計上しております。
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(8)建替関連損失引当金

５．収益及び費用の計上基準

(1)鉄道事業

(2)開発関連及び付帯事業

６．工事負担金等の会計処理

７．連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

８．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）

(1)本人取引に係る収益認識

(2)定期旅客収入に係る収益認識

開発関連及び付帯事業は、土地家屋賃貸事業・販売土地及び建物事業・流通事業より構成されま
す。
土地家屋賃貸事業は、保有する商業・オフィスビル等を賃貸する事業であり、リース取引に関する
会計基準に従い、賃貸借契約期間にわたり「その他の収益」として収益を認識しております。
販売土地及び建物事業は、主に沿線内外での住宅販売事業であり、当該履行義務は不動産売買契約
に基づき、顧客に物件が引き渡される一時点で充足されると判断し、当該時点で収益を認識してお
ります。
流通事業は、主に保有する商業施設を賃貸する事業であり、リース取引に関する会計基準に従い、
賃貸借契約期間にわたり「その他の収益」として収益を認識しております。

鉄道事業は、主に鉄道の旅客輸送サービスを提供する事業であり、乗車券等を購入した顧客に対し
旅客輸送サービスを提供した時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識してお
ります。定期旅客収入については、定期券の有効期間にわたって履行義務が充足されると判断し、
有効期間にわたり収益を認識しております。

鉄道事業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、地方公共団体等から工事費の一部として工事
負担金等を受け入れております。
これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から直
接減額して計上しております。
なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原
価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。

建物等の建替えに伴い発生する損失に備えるため、合理的に見積もった建替関連の損失見込額を計上し
ております。

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年
度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事
業年度の営業収益は2,121百万円、営業費は2,102百万円それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税引前
当期純利益はそれぞれ19百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は543百万円減少してお
ります。

当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への
移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連
結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第
39号  2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第28号  2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額
について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに
税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開
示に関する取扱い」（実務対応報告第42号  2021年８月12日）を適用する予定であります。

テナントから収受する水道光熱費に係る一部の取引について、従来は、顧客から受け取る対価から仕入
先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供に
おける役割（本人又は代理人）を判断した結果、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識する方法に
変更しております。

鉄道事業における定期旅客収入について、従来は、発売日を起点とした月割で収益を認識しておりまし
たが、有効期間の開始日を起点とした日割で収益を認識する方法に変更しております。
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（時価の算定に関する会計基準等の適用）

（会計上の見積りに関する注記）
繰延税金資産の回収可能性

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

(2)その他の情報

連結計算書類の「連結注記表（会計上の見積りに関する注記）」に記載のとおりであります。

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

鉄道事業固定資産 百万円

投資有価証券他 百万円

担保に係る債務

百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 百万円

３．事業用固定資産

有形固定資産 百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

無形固定資産 百万円

４．保証債務

下記の会社の借入金等について債務保証を行っております。

関西高速鉄道株式会社（注） 百万円

そ　　の　　他 百万円

計 百万円

（注）なにわ筋線整備を目的とする借入金に係る債務保証であります。

５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 百万円

長期金銭債権 百万円

短期金銭債務 百万円

長期金銭債務 百万円

６．固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額

百万円

（損益計算書に関する注記）
１．営業収益 百万円
２．営業費 百万円

運送営業費及び売上原価 百万円
販売費及び一般管理費 百万円
諸          税 百万円
減 価 償 却 費 百万円

３．関係会社との取引高
　 営業取引による取引高

営　業　収　益 百万円
営　　業　　費 百万円

　 営業取引以外の取引による取引高 百万円

４．棚卸資産評価損

516,602

615,792

土 地 276,689

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。） 55,834

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
これにより、その他有価証券のうち市場価格のある株式については、原則として、期末日前１ヵ月平均に
基づく市場価格等により評価しておりましたが、当事業年度より、期末日の市場価格により評価しており
ます。

261,399

967

繰延税金資産　－百万円
なお、繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺して表示しており、相殺前の繰延税金資産の金額
は、8,813百万円であります。

そ の 他 6,874

5,454

63,049

526

建 物 176,845

構 築 物 138,531

車 両 16,851

140,325

63,575

4,754

15,802

68,515

739

4,381
11,543
15,478

81,990
78,498
32,366
17,487
6,676

21,968

開発関連及び付帯事業営業費には、棚卸資産評価損212百万円が含まれております。
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 株
（注）

（税効果会計に関する注記）

（関連当事者との取引に関する注記）
   子会社及び関連会社等 （単位：百万円)

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１）

（注２）

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 円 51 銭
１株当たり当期純損失 円 12 銭
（注）役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末

発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております（当事業年度55千株）。
また、１株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めて
おります（当事業年度59千株）。

（その他の注記）
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

子会社 南海不動産株式
会社

所有
 直接100.0％

不動産の販売
及び管理等の
委託、建築工
事の発注、資
金の貸付

長期資金の貸付
(注１)

長期貸付金1,219

125,776
自己株式には、役員向け株式報酬として株式交付信託が保有する当社株式55,700株
が含まれております。

繰延税金資産の発生の主な原因は、減損損失、関係会社株式評価損、退職給付引当金等であり、繰延税金
負債の発生の主な原因は、分割に伴う土地評価益等であります。

属性 会社等の名称
議決権等の所
有(被所有)割

合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科　目 期末残高

短期資金の貸付
(注１)

3,489 短期貸付金 552

128 － －利息の受取
(注１)

9,499

預り金 19,846子会社 泉北高速鉄道株
式会社

所有
 直接99.94％
 間接 0.06％

高野線との相
互直通運転

資金貸借取引
(注２)

18,503

子会社 南海バス株式会
社

所有
 直接100.0％

地域旅客運輸
の相互補完

資金貸借取引
(注２)

8,045 預り金 8,757

南海不動産株式会社に対する資金の貸付については、利率は市場金利を勘案して決定しており
ます。なお、担保は受け入れておりません。
ＣＭＳ（キャッシュマネジメントシステム）預り金であり、利率は市場金利を勘案して合理的
に決定しております。なお、取引金額は期中平均残高を記載しております。

1,697
2
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